
 

◆月間ケアプランの作成区分を「修正」または「取消」で登録した場合、給付管理票のみ作

成できる仕様にしました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更点①・・・請求ファイル作成手順が変わります 

【手順（参考例）】 

（例）平成 28年 10月分の他に、9月分の月遅れ「新規]が 1件と 「修正」が 1件ある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① すべての年月
．．．．．．

（10月、9月「新規」、9月「修正」）を左側に追加し、給付請求チェックを

クリックします。※「給付請求チェック結果」でエラー・ワーニングを確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 
■ポイント■ 

Ver11.4.0以前のバージョンでは、同月（この場合は 9月）に「新規」と「修正」の請求がある場合、9月「新規」

の介護給付費請求明細（ｋｍ）のみ作成するために、給付請求チェックを 2回にわける必要がありました。

Ver11.4.0からは、まとめて 1回の給付請求チェックで請求データ（ｃｓｖ）を作成することができます。 

 

『楽すけ』Ver.11.4.0 仕様変更のお知らせ 

 

 現行 

作成区分が「修正」または「取消」の場合、給

付管理票（ｋｋ）と介護給付費請求明細（ｋｍ）

が作成・印刷される仕様でした。 

 

 

 変更後（Ver11.4.0） 

作成区分が「修正」または「取消」の場合、給

付管理票（ｋｋ）のみ作成・印刷される仕様に

変更しました。 

 

一般的に、国保連請求の際に給付管理票の作成区分を「修正」または「取消」で提出する場合、介護給付費明細書

（居宅支援費）の提出は不要です。これに従い、Ver11.4.0から仕様を変更しました。今回の変更により、同月に
．．．

「新

規」と「修正」の請求がある場合、給付請求チェックを数回にわける手間がなくなり、国保連への請求ファイル作

成の操作が簡単になります。また、法定帳票出力画面も一部仕様を変更しております。詳細は以下をご確認く

ださい。 

（対象：居宅支援事業所） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

② 伝送ファイル作成で、対象年月「平成 28年 10

月」を選択します。 

 

③ 「給付管理票情報」と「介護給付費請求明細

情報」に   を入れます。 

 

④ 「すぐに伝送する」の   は外します。 

※   が入っていると、開始をクリック後に自

動で『伝送通信ソフト』が起動します。 

 

⑤ 給付管理票と介護給付費請求明細の請求内

容を“伝送一覧”として確認・印刷できます。 

 

⑥ 開始をクリックすると、 

10月と 9月（「新規」と「修正」を含む）分の 

給付管理票（ファイル名：ｋｋ201611）と 

10月分の介護給付費請求明細（ファイル名：

ｋｍ201611）が作成されます。 

※給付管理票は、1つの CSV ファイルに複数

月分の情報が作成されます。 

 

⑦ 作成完了のメッセージは OK で進みます。 

 

⑧ 対象年月「平成 28年 9月」を選択します。 

 

⑨ 「介護給付費請求明細情報」のみに   を入

れて、ファイル名を変更します。 （ファイル名：

ｋｍ201610）。 

 

⑩ 介護給付費請求明細の請求内容を“伝送一

覧”として確認・印刷できます。 

 

⑪ 開始をクリックすると、 

9月分「新規」のみ
．．．．．

の介護給付費請求明細情

報（ファイル名：ｋｍ201610）が作成されます。 

 

 

 

 

 

⑫ 作成完了のメッセージは OK をクリックしま

す。以上で、作成は完了です。 

 

 

裏面へ 

■ポイント■ 

給付管理票「修正」の場合、介護給付費請

求明細（居宅支援費）は再提出不要です。 

※画面はインターネット請求の場合 



変更点②印刷可能な帳票が変わります 

作成区分が「修正
．．

」または「取消
．．

」の場合、給付管理票（8222）は印刷可能ですが、介護給付費明細書（8124）は印刷

対象外となります。印刷またはプレビューをクリックすると、以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜設定方法＞ 

設定＞オプションで “伝送ファイル・介護給付費明細書情報に[修正][取消]分を加える”に

チェックをつけて登録します。 

「修正」「取消」であっても、介護給付費明細書の請求
．．

ファイル作成
．．．．．．

および帳票の印刷
．．．．．

がで

きるよう設定したい（Ver11.2.2以前の仕様のままご利用希望）場合は・・・ 

 

 



◆居宅（施設）サービス計画書(２)の編集画面で、右クリックコピー＆貼り付けができる

仕様にしました 

Ver11.3.0 では、右クリックでコピー＆貼り付けに対応しておりませんでしたが、本バージョンでは操作が可能になりま

した。お客様にはご不便をお掛けいたしましたことお詫び申し上げます。 

 

 

（対象：居宅支援事業者版、特定施設事業者版） 

 


